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生活情報 

Q.１  国民年金の加入手続きは、いつ、どこでするの？ 
A.　２０歳になったら、お住まいの市（区）役所また
　は町村役場の国民年金担当窓口で手続きして
　ください。 

●窓口に来ることが出来ない場合は、郵送による手
続きも可能です。 

　国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた
仕組みです。また、国民年金は２０歳以上６０歳未満の方は加入することが義務づけられています。 
　２０歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう！ 

Q.3 保険料を安くする方法はあるの？ 
A.　あります！ 
　　前納制度をご利用下さい。 
●保険料を早めに納めること（前納）に
より、保険料が割引きになります。 
※前納制度と口座振替をセットにするこ
とで、さらに割引きになります。 

Q.2 毎月の保険料はいくら？ 
A.　月額１５，２５０円（平成２６年度）です。 
●国民年金の保険料に加えて月額４００円の付加保
険料を納めると、『２００円×付加保険料を納めた
月数』で計算された年金が受けられる付加年金
という任意の制度があります。 

Q.4 毎月１５,２５０円は払えない。どうすればいいの？ 
A.　国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、
　保険料の納付が猶予または免除される制度があります。 

　　市（区）役所または町村役場の国民年金担当窓口もしくは
　年金事務所へご相談ください。 
●手続きをしないと老後の年金を受け取れなくなったり、不慮
の事故等により障害が残ってしまったときに、障害基礎年金
を受け取れなくなる場合があります。 

20歳になったら国民年金 

問い合わせ／大田原年金事務所　　（22）6311 
　　　　　　矢板市市民課　　　　（43）1117  　  （43）5962

問い合わせ／塩谷郡市医師会 　028（682）3518  

ご意見、ご質問、取り上げてほしい病気などありましたら、〒329
－1312さくら市桜野1319－3さくら市氏家保健センター内 
塩谷郡市医師会までお便りをお寄せください。 

塩谷郡市医師会リレーコラム 

シリーズ「がんを知る」
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